
（ 安 全 上 の 措 置 等 に 関 す る 計 画 届 の 様 式 ） （ 安 全 上 の 措 置 等 に 関 す る 計 画 届 の 様 式 ）

第 十 一 条 の 二 （ 略 ） 第 十 一 条 の 二 （ 略 ）

２ 法 第 七 条 の 六 第 一 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 又 は 法 第 十 八 条 第 三 十 八 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号

の 規 定 に よ る 仮 使 用 の 認 定 を 受 け た 者 が 前 項 の 届 出 を す る 場 合 に お い て は 、 同 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 同 項 の 表 に 掲 げ る 図 書 を 添 え る こ と を 要 し な い 。

２ 法 第 七 条 の 六 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 の 規 定 に よ る 仮 使 用 の 認 定 を 受 け た 者 が 前 項 の 届 出 を

す る 場 合 に お い て は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 表 に 掲 げ る 図 書 を 添 え る こ と を 要 し な

い 。

別記 別記
第二号様式（第一条の三、第三条、第三条の三関係）（Ａ４） 第二号様式（第一条の三、第三条、第三条の三関係）（Ａ４）

（第四面） （第四面）
建築物別概要 建築物別概要

【１．番号】～【10．建築設備の種類】 （略） 【１．番号】～【10．建築設備の種類】 （略）

【11．確認の特例】 【11．確認の特例】
【イ．建築基準法第６条の３第１項ただし書又は同法第18条第５項ただし書の規定による審査

の特例の適用の有無】
【イ．建築基準法第６条の３第１項ただし書又は法第18条第４項ただし書の規定による審査の
特例の適用の有無】

有 無 有 無
【ロ．建築基準法第６条の４第１項の規定による確認の特例の適用の有無】～【ヘ．認証型式
部材等認証番号】 （略）

【ロ．建築基準法第６条の４第１項の規定による確認の特例の適用の有無】～【ヘ．認証型式
部材等認証番号】 （略）

【12．床面積】～【19．備考】 （略） 【12．床面積】～【19．備考】 （略）

第四十二号様式（第八条の二の二関係）（Ａ４） 第四十二号様式（第八条の二関係）（Ａ４）
建築基準法第18条第２項又は第４項の規定による 建築基準法第18条第２項の規定による

計画通知書（建築物） 計画通知書（建築物）
（第一面） （第一面）

建築基準法第18条第２項又は第４項の規定により計画を通知します。 建築基準法第18条第２項の規定により計画を通知します。
建築主事等又は指定確認検査機関 様 建築主事等 様

（略） （略）
第四十二号の二様式（第八条の二の二関係）（Ａ４） 第四十二号の二様式（第八条の二関係）（Ａ４）

建築基準法第18条第２項又は第４項の規定による 建築基準法第18条第２項の規定による
計画変更通知書（建築物） 計画変更通知書（建築物）

（第一面） （第一面）
建築基準法第18条第２項又は第４項の規定により計画の変更を通知します。 建築基準法第18条第２項の規定により計画の変更を通知します。
建築主事等又は指定確認検査機関 様 建築主事等 様

（略） （略）
【計画を変更する建築物の直前の審査】 【計画を変更する建築物の直前の確認】

（略） （略）
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